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市役所　健߁増進課　☎ 33-3691

種対象者 4月 5月 6月 7月 8月～

医療ै事者

65 歳以上の高齢者
昭和 32年 4月 1日以前に生まれた方

高齢者施設等のै事者
一定の要件を満たす当該施設内で
入所者と同時にうけることができる

疾患を有する者ૅج

64 歳以下の方 (16 歳以上 )

※国からのϫクνンの配給状گによっては、時ظがม動することもあります。

※茨城県では、4月以降の高齢者への種の際、高齢者施設の入所者と৬員を༏先する方をܾ定しています。

˙�छ݊ͷૹ

˙�ϫΫνϯछʹؔ͢Δ͓͍߹Θͤ૬ஊ

˙�༧ํ๏

※ϫクνン種の有無にかかわらず、ࠓまでどおり 3ີをආけ、Ϛスク・手ચい・ڞ有部分の消ಟ・換気など感染予防対ࡦをお願いします。

ϫクνンの確保ができしだいॱ次郵ૹします。( ϫクνンの供給量により、対象者を細分化して郵ૹする場合があります。)

8&B・電話予約センターを設置予定です。

開 設 日　　4 ݄ ��  	 ݄ 

相 談 時 間　　平日　午前 9時 30 分～午後 5時

φϏμΠϠϧɹ�������������　(予約の受付はしておりません)

高齢者施設等に入所している
65 歳以上の高齢者༏先

種݊イϝージ

৽ܕίロφΠϧεײછରԠؔ࿈ࢧԉ事業�	 地ํੜྟަ࣌金事業ʣ˞Ұ෦ൈਮ
ɹ໊ۀɹࣄ ɹ֓ɹཁۀɹࣄ ରɹɹऀ ʢ༧ఆʣظ࣌ࢪ࣮

鉾田市学生応援地Ҭ࢈品給付事業 市外に住んでいる鉾田市出身の大学生等に、地Ҭ特࢈品等をૹ
り支援する。

市外在住大学生等 令和 3年 4月～

公ڞ交通感染拡大防止対ࡦ支援事業
ཱྀ٬ऩ入の減গが長ظ化している地Ҭ公ڞ交通や自動車運転代
行業の事業者を支援し、市民の安全・安心な移動手ஈを確保す
る。

市内事業者等 令和 3年 4月～

ͻとり親家ఉ支援事業費ॿ成事業 )、的・心理的にෛ୲を๊えるͻとり親家ఉに対してࡁܦ 福 ) 鉾
田市社会福祉協議会が支援する事業に対し、ॿ成する。

社会福祉協議会
( 個人 ) 令和 3年 4月

中小ا業等支援事業 ( 関࿈ 5事業 )
新型コロナウイルス感染症によりӨڹを受けた事業者に対し、
給付金の支給、相談窓口の設置、消費ىש対ࡦの実施などを行
う。

市内事業者等 令和 3年 5月～

੨গ年育成事業
新型コロナウイルス感染症のӨڹによりԆظした令和 3年成人
式にͭいて、令和 3年 5月に実施するにあたり、ߋなる感染防
止対ࡦをߨじ、安全・安心な成人式యを実ݱさせる。

令和 3年成人式
対象者

令和 3 年 5 月 30
日

※上記事業は、令和 3年度一般会ิܭ正予算（ୈ 1号）で予算が成ཱした事業のൈਮです。
※そのଞの事業及び事業内容の詳細は、後日、広ใほこた、市ホームページなどでお知らせします。
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ྩ �
�݄͔Β հޢอ੍ݥ͕มΘΓます

　介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に平成 12 年度から設さ
れた制度です。
　介護保険制度の見しが、令和 3年 4月から実施され、ୈ 定にい、保ࡦըのܭ介護保険事業ظ8
険料や施設ෛ୲の見しなど、多ذにわたるվ正が行われます。
　4月からの主なվ正内容は次のとおりです。

ᶃ հޢอݥサービスをར用したと͖のར用ऀෛ୲のมߋ

介護ใुのվ正にい、皆様が介護サーϏスを利用したときに支う金額がมわります。

ᶄ 要հޢೝఆ期ؒのԆ

が最大ݶ間の上ظ新認定における有ޮߋ 48 ϲ月にԆ長されます。

ᶅ հޢอݥ料のมߋ

ୈ 1号被保険者（65 歳以上の方）がෛ୲する介護保険料は、3年ごとに見すこととなっています。これまでの介護給付実や、
高齢化にう要介護認定者の増加等（下グラϑࢀর）を౿まえ、令和 3年度から令和 5年度までの介護保険料を下දのとおりվ定
することになりました。

鉾田市のݱঢ়とকདྷਪܭ

鉾田市の 65 歳以上の高齢者数及び要介護認定者数は、ࠓ後も増加していくことが見込まれます。
これにい介護給付費の増加が見込まれます。

●ཁհޢೝ定者ͱྸߴԽのਪ移 ●հڅޢ付費のਪ移

อݥ料্͕ঢするओなཧ༝

ॴಘஈ֊ ରͱͳΔํ
อݥྉ

ׂɹ߹ ɹֹʢԁʣ

ୈ �ஈ֊
˓生活保護を受給している方
˓�市民税ඇ課税ੈ帯の方で、齢福祉年金受給者または本人の「合ܭ所ಘ金額」と「課
税年金ऩ入額」の合ܭが 80 ສ円以下の方

×४額ج 0.30 21,240

ୈ �ஈ֊ 本
人
が
市
民
税
ඇ
課
税

市民税
ඇ課税
ੈ　帯

本人の「合ܭ所ಘ金額」と「課税年金ऩ入額」の合ܭが
　　　　　　　　　　　　80 ສ円をえ 120 ສ円以下の方 ×४額ج 0.50 35,400

ୈ 3ஈ֊ 本人の「合ܭ所ಘ金額」と「課税年金ऩ入額」の合ܭが
　　　　　　　　　　　　　　　　　��120 ສ円をえる方 ×४額ج 0.70 49,560

ୈ 4ஈ֊ 市民税
課　税
ੈ　帯

本人の「合ܭ所ಘ金額」と「課税年金ऩ入額」の合ܭが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　80 ສ円以下の方 ×४額ج 0.90 63,720

ୈ �ஈ֊ 本人の「合ܭ所ಘ金額」と「課税年金ऩ入額」の合ܭが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　80 ສ円をえる方 ×४額ج 1.00 70,800

ୈ �ஈ֊
本
人
が
市
民
税
課
税

本人の「合ܭ所ಘ金額」が 120 ສ円未満の方 ×४額ج 1.20 84,960

ୈ �ஈ֊ 本人の「合ܭ所ಘ金額」が 120 ສ円以上 210 ສ円未満の方 ×४額ج 1.30 92,040

ୈ �ஈ֊ 本人の「合ܭ所ಘ金額」が 210 ສ円以上 320 ສ円未満の方 ×४額ج 1.50 106,200

ୈ �ஈ֊ 本人の「合ܭ所ಘ金額」が 320 ສ円以上 430 ສ円未満の方 ×४額ج 1.70 120,360

ୈ ��ஈ֊ 本人の「合ܭ所ಘ金額」が 430 ສ円以上の方 ×४額ج 1.90 134,520

介護保険料は、介護保険事業を運Ӧするための大切な財ݯです。୭もが住み׳れた地Ҭで安心してらしていくため、介護保険制度にご理ղ・ご協力を
お願いします。

ˎྩ 3ʙ �ɹॴಘஈ֊ผอݥྉ ४額：（月額）5,900ج】 円】

հޢอݥのݯࡒ内༁

①��高齢化の進లにう要介護認定者数の増加
②��①により介護サーϏス利用者の増加にう
　　　　　　　　　　　　介護給付費の増加

市役所　介護保険課　☎ 36-7761
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市役所　健߁増進課　☎ 33-3691݈૿߁ਐ՝͔Βͷ͓Βͤ
��ࠪ߁�݈�්�࢈ �්ࣃ��Պ�݈�

診ࠪ受診日に鉾田市に住民ථがある方߁健්࢈
ରऀ

回 ݈の時期 内容

ୈ１回 出࢈後２週間ࠒ
問診、診察、体重、血ѹଌ定、尿ࠪݕ
後の気持ち࣭問ථ（&P%4）࢈

ୈ２回 出࢈後１ϲ月ࠒ

݈の時期と内容

１ճにつ্͖限 5000 ԁ
※対象外の࣏・ࠪݕ療や 5,000 円をえた場合の費用は自ݾෛ୲

ॿ成ֹ

˓ॿ成を受けるには鉾田市の「්࢈一般健߁診ࠪ受診ථ」が必要です。
˓්・්࢈一般健߁診ࠪ受診ථͭͮりに一ॹにͭͮられています。
˓転入の方やฆࣦされた方は、各保健センターにご相談ください。

डථ

県内の契約医療機関またはॿ࢈所に්࢈健߁診ࠪ受診ථ、子健߁
手ாをఏ出し受診してください。
※�事前に鉾田市の受診ථが用できるか、受診を希望する医療機関
等にご確認ください。

ड方๏

˓赤ちΌんの健診費用にͭいては自ݾෛ୲となります。
˓�市の受診ථが用できないと言われたときは、受

前にඞ݈ͣ૿߁ਐ課へ͝相談ͩ͘͞いɻ

ҙ

　１歳からब学前までのお子さんを対象に、おた;くかͥ予防種費用
の一部ॿ成を行います。おた;くかͥはムンプスウイルスの感染によっ
て、ยଆあるいは྆ଆのଣ液થにजれや௧みをىこす感染症です。まれ
にᢄԌ、Ԍ、無ە性ບԌや感Ի性難ௌ等の重い合ซ症をىこすこと
もあります。ϫクνン種により、これらの症状の重症化を防͙ととも
に、周囲への感染を予防することがظできます。

ϫΫνϯەٿഏԌ༺ऀྸߴ 	�� Ձ 
 ༧छඅ༻ͷҰ෦Λॿ͠·͢
ରऀ

種日に鉾田市に住民ථがありᶃ ŋ ᶄのいずれかに該当する、ॳ
めてഏԌەٿϫクνン（23 Ձ）の種を受ける方

ྩ �度に各ྸとなる方
65 歳 昭和 31 年 4月 2日生�～�昭和 32 年 4月 1日生
70 歳 昭和 26 年 4月 2日生�～�昭和 27 年 4月 1日生
75 歳 昭和 21 年 4月 2日生�～�昭和 22 年 4月 1日生
80 歳 昭和 16 年 4月 2日生�～�昭和 17 年 4月 1日生
85 歳 昭和 11 年 4月 2日生�～�昭和 12 年 4月 1日生
90 歳 昭和 16 年 4月 2日生�～�昭和 17 年 4月 1日生
95 歳 大正 15 年 4月 2日生�～昭和　2年 4月 1日生
100 歳 大正 10 年 4月 2日生�～�大正 11 年 4月 1日生

ᶃ 令和 3 年度対象者

　※�対象となる（種日が確認できない）方へ予診ථを郵ૹしました。
　※���予診ථが届いた方であっても、طにഏԌەٿϫクνン（23 Ձ）

の種を受けたことがある方は、ॿ成の対象になりません。
ᶄ  60 Ҏ্ࡀ 65 のݾの機にࣗثٵݺະຬͰ、৺ଁ、ਛଁຢࡀ

日ৗ生活活動͕ۃ度に੍限͞れる程度のো害を༗͢る方ٴͼώ
ト໔ӸෆશΠϧスによΓ໔Ӹの機に日ৗ生活͕ほͱΜͲෆ
Մͳ程度のো害を༗͢る方（ҩࢣのஅによΓ·͢）

　※��個人へ通知はしていません。費用ॿ成に必要な予診ථをおし
しますので、ご希望の方は医ࢣの診அ書又は身体障害者手ாを
持ࢀのうえ、各保健センターへ申請してください。

ॿ成期ؒ

ྩ 3 4݄ �ʢʣʙྩ 4 3݄ 3� ʢʣ
年度対象の方は、次年度以降は種費用のॿ成は受けられまࠓ��※
せんので、上記ظ間内に種を受けてください。

ॿ成ֹ

3��� ԁ
˓�ॿ成額をえる金額は自ݾෛ୲となります。種料金は医療機
関によってҟなります。
˓�生活保護を受給している方は、「個人ෛ୲免除݊」を発行します
ので、種前に予ථをͬ࣋て各保健センターへ申請をしてく
ださい。

関ػ医ྍࢪ࣮

茨城県内定ظ予防種広Ҭ事業の協力医療機関で種した場合に
ॿ成が受けられます。

※��県外や県内の一部医療機関では、全額自ݾෛ୲になることがあ
ります。

ॿ成に͋たͬͯのҙ

�市の交付した予診ථがないとॿ成の対象にはなりません。種を
受ける際には必ず、予診ථを持ࢀしてください。

͓ͨ;͔ͥ͘༧छඅ༻ͷҰ෦ॿ

લਃ͕ඞཁͰ͢ʂࣄ
ʓ県外等、契約医療機関以外で受診を希望するとき

　種日ݱ在、市内に住所を有する１ࡀ～बֶ前·Ͱの方（ただし、
ጶ患者・2回種ࡁみ者は除く）

ରऀ

　3000 ԁ（種費用とॿ成額のࠩ額は自ݾෛ୲）１回ݶり
ॿ成ֹ

　種を希望される方は、各保健センター窓口で申請手ଓきを行い、
予防種予診ථとઆ໌書 ( ཪ໘に契約医療機関の記載あり ) の交付を
受けてください。

ਃ方๏　※申請時、必要な：߁݈ࢠ手ா

　৷中は、生活のリズムやホルϞンバランスのม化によって、Ή
しࣃやࣃ周病がىこりやすくなります。
　出࢈前に、ࣃՊ健診を受けましょう。

対 象 者 ৷中の方で、健߁診ࠪ受診日に鉾田市に住民ථがある方

健診内容 Պ健診ࣃ ( Ήしࣃ・ࣃの状ଶなど )

回 数 ৷ظ間中に 1回

料 金 無料 ( 健診以外のࠪݕや࣏療、ॲ置などは自ݾෛ୲とな
ります )

受診方法 市内の්ࣃՊ健診がՄなࣃՊ医Ӄに、「鉾田市の්
。用します。」と電話予約してくださいՊ健診ථをࣃ

持 ち  ්ࣃՊ健診ථ・子健߁手ா・健߁保険証

「්ࣃՊ健診ථ」は৷届出時におしします。

転入の方、「්ࣃՊ健診ථ」をฆࣦされた方は、保健センター
にご相談ください。

※受診ՄなࣃՊ医Ӄにͭいては、鉾田保健センターまでご相談ください。
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大ਓͷ෩͠Μ༧छඅ༻ͷɹɹɹɹɹ
ɹɹɹ������ɹɹɹɹɹɹҰ෦Λॿ͠·͢

৽ੜࣇௌ֮ࠪݕඅ༻ͷ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹҰ෦Λॿ͠·͢

ॿ成期ؒ

令和 3 年 4 月 1 日（木）～令和 4 年 3 月 31 日（木）
ॿ成ֹ

・෩しΜϫΫνン種　　　　　　　　　　　3000 ԁ
・ຑしΜ෩しΜࠞ߹（.R）ϫΫνン種　　  5000 ԁ

ਃ方๏

種医療機関で費用を全額支いした後、各保健センター窓口で
申請

ਃにඞ要な書ྨ

・鉾田市෩しん等予防種費用ॿ成申請書݉請ٻ書（窓口にあります）
・෩しん等予防種の領ऩ書（原本）
・種日・種したϫクνンの種ྨがわかるもの
・印ؑ（गをͭかうもの）
・振込口座（種者本人名義）のわかるもの
・�ॿ対象者ᶅのཁ݅に֘当͢る方のみ˰෩しん߅体ࠪݕ結果の記
が記入されたもの（෩しん߅体ࠪݕ通知書等）

ରऀ

　種日ݱ在、鉾田市に住民ථがあり、平成 2年 4月 1日以前に生ま
れた方で、下記の①～③の要件のいずれかに該当する方に 1 ճ限Γ
ᶃ ৷している女性の（内ԑ、ࠗҽ予定をؚΉ）
ᶄ ৷を予定·たرしている女性ͱその
ᶅ   ত和 54 年 4 月 2 日～ฏ 2 年 4 月 1 日生·れの男性Ͱ、߅ମՁ

͕͘、ϫΫνン種͕ඞཁͱஅ͞れた方（߅ମ検ࠪ、աڈ 5
年Ҏ内に࣮ࢪしたの）

※�ただし、৷中又はそのՄ性がある方、定ظ予防種対象者（昭和
37 年 4月 2日～昭和 54 年 4月 1日生まれの男性）、աڈに෩しん等予
防種費ॿ成事業でॿ成を受けたことがある方は除きます。

ॿ成ֹ

ࣗ動 ABR による検ࠪ　１ճ・・・্限  3000 ԁ
0AE による検ࠪ　　 　１ճ・・・্限  2000 ԁ
ɹ※上ݶ額をえた場合の費用は自ݾෛ୲となります。

ड方๏ 

　県内の契約医療機関またはॿ࢈所に、新生児ௌ֮ࠪݕ受診ථ、
子健߁手ாをఏ出し受診してください。

ରऀ

令和 3年 4月 1日以降に出生の方

　新生児ظにௌ֮ࠪݕを受けましょう。ௌ֮障害をૣظ発見し、ૣ
療育により、コϛϡχέーシϣン形成、言語発ୡ໘でޮ果をಘるظ
ことができます。ૣくฉく力や話す力を身に付ける࿅शができると、
お話しする力やコϛϡχέーシϣン力を形成することができます。

　（ॿ成方法はঈؐいとなります）

݈の時期と内容

ճ ݈ͷظ࣌ ɹ༰

ॳճ検ࠪ おおΉͶ生後 3 日Ҏ内
 ௌ֮スΫϦーχンά検ࠪ（ࣗ動 ABR）
　　　　　　　　　　·た（0AE）

֬ೝ検ࠪ おおΉͶ生後 1 ि間Ҏ内
 ௌ֮スΫϦーχンά検ࠪ（ࣗ動 ABR）
　　　　　　　　　　·た（0AE）

डථ

˓ॿ成を受けるには市のʮ৽生ࣇௌ֮検ࠪ受ථʯが必要です。
˓�受診ථは、්・්࢈一般健߁診ࠪ受診ථͭͮりに௲られてい
ます。
˓転入の方やฆࣦされた方は、各保健センターにご相談ください。

市役所　健߁増進課　☎ 33-3691

業ࣄέΞޙ࢈
　出࢈後の心身ともに不安定になりやすい時ظに、॓ധや通所により、तೕ指
ಋを受けたり、育児などにͭいて相談できます。また、ٳ養の時間を確保し心身
の回෮を図ることができます。
利༻Ͱ͖Δํ
鉾田市にॅຽථの͋る、ग़࢈後４ϲ月ະຬͰ৺のෆௐҭࣇෆ҆ͳͲ͕͋Γ、
Ո͔Β支援の受͚Βれͳいお͞ΜͱͪΌΜ
ˎ医療行為が必要な場合は利用できません
ˎ赤ちΌんだけのお༬かりはできません

தひとりͰͷ
ҭࣇʹෆ安 ŋŋŋ

तೕ͕う·く
Ͱ͖ͳい ŋŋŋ

ҭࣇͷ͜とͰ
͖͖ͨいͷʹ ŋŋŋ

গ͠ମௐ͕ ŋŋŋ

利༻ճͱ利༻ྉʢࣗݾෛ୲額ʣ
ଶܗ ར用ճ ར用料

日ؼりέΞ 2回まで 2,800 円～ 6,200 円
॓ധ型έΞ 1回（1ധ 2日） 6,400 円～ 13,900 円

ˎ利用料は、施設によりҟなります。利用の際に施設にお支いください。
ˎඇ課税ੈ帯の方や生活保護を受給している方の場合は、利用料の減免制度が
あります。（申請の時に証໌する書ྨが必要です。）
ˎ子のお子さんは病Ӄにより料金がかかる場合があります。

έΞͷ༰
おさんの希望にあわせ健߁管理やೕέΞなど
赤ちΌんの発育や発ୡのνΣック、体重や排便のνΣック
など
��˞ҭࣇのࢦಋ、相談：तೕやᔓཋ方法、育児相談など

ઃの名শࢪ 所ࡏ地 電話番号 ՄͳαーϏス
日ؼΓ ॓ധ

　加病Ӄ 　ͻたちなか市市ໟ 835 番地 029-273-2071 ʓ ʓ
　ͻたちなかと子の病Ӄ 　ͻたちなか市੨༿ொ 19 番地 7 029-273-2888 ʓ ʓ
　はやかわクリχック 　ͻたちなか市田 1952 番地 1 029-354-4114 ʓ ʓ
　小দ්࡚࢈人Պ 　水戸市本ொ 1ஸ目 6番地 20 029-221-2645 ʓ ×
人Պ්࢈០ࢁ　 　水戸市千ொ 371 番地 4 029-241-6121 ʓ ʓ
　小ࢁ記೦病Ӄ 　鹿嶋市ਥ 5ஸ目 1番地 2 0299-84-1103 × ʓ
　田්࢈人Պ医Ӄ 　ੴԬ市茨城 3ஸ目 5番地 31 0299-23-0311 ʓ ×
　༿්࢈ࢁ人Պ 　鹿嶋市宮中 1995 番地 25 0299-83-1515 ʓ ×
　২野්࢈人Պ医Ӄ 　水戸市ݢޒொ 2ஸ目 3番地 7 029-221-2513 ʓ ʓ
　水戸赤十字病Ӄ 　水戸市三のؙ 3ஸ目 12 番地 48 029-221-5177 ʓ ʓ

利༻ͷํ๏ɹʙ利༻ͷલʹਃ͕ඞཁͰ͢ʙ
鉾田市子育てੈ代แׅ支援センターへご相談ください。利用ঝ認通知をもらってから、病Ӄへ日程ௐ整等となります。

͓߹ͤઌ　相談・申書のఏग़：子育てੈ代แׅ支援センター　☎ 36-7611

※�事前に鉾田市の受診ථが利用できるか、希望する医療機関等に
ご確認ください。
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鉾田市ऀྸߴλΫγー利用ॿ事業のਃड͕࢝·Γ·͢
ྩ34݄�ΑΓۀࣄ༰͕Ұ෦มߋͱͳΓ·ͨ͠ɻ

ʻ申請書と本人確認書ྨのࣸしを郵ૹしていただくことによる申請もՄです。̓

ରऀ
鉾田市内に住民ొをしている申請時に 75 歳以上の方
鉾田市内に住民ొをしている申請時に 65 歳以上 75 歳未満の方で、次のいずれかに該当する方
・自動車運転免ڐ ( バイク・原動機付自転車をؚΉ ) がない方
・自動車 ( バイク・原動機付自転車をؚΉ ) を所有していない方
・ই病等の理༝により自動車 ( バイク・原動機付自転車をؚΉ ) を利用できない方

ॿ༰
ॿ݊ͷ �ຕ͋ͨΓͷॿֹ͕ɺ��� ԁ͔Β ��� ԁʹมߋʹͳΓ·ͨ͠ɻ
・�1 ຕあたり 500 円をॿ成する݊を年間 60 ຕ交付します。ॿ成݊は、車運に応じて、下のද
にࣔすຕ数をݶ度に用することができます。

車運
1,000 円
以下

2,000 円
以下

3,000 円
以下

4,000 円
以下

5,000 円
以下

5,001 円
以上

用ຕ数 1ຕまで 2ຕまで 3ຕまで 4ຕまで 5ຕまで 6ຕまで

ར༻Ͱ͖ΔλΫγʔձࣾ

事ۀ所名 電話番号 ॅ所

( 有 ) 大洋タクシー 39-2488 上ټ 1079 番地 3

( 有 ) 出ࠜٱ観光 32-2020 新鉾田 2ஸ目 1番地 2

出ࠜٱタクシー ( 有 ) 33-5555 新鉾田 2ஸ目 1番地 2

出ࠜٱタクシー ( 有 )
大洋Ӧ業所

39-3053 ࡳ 695 番地 1

( 有 ) 鉾田タクシー 33-4339 安 1230 番地 1

ϤϤギタクシー ( 有 ) 32-3839 鉾田 1989 番地

ਃॴ
  հޢอݥ課 	 鉾田อ݈センター内 
� Ѵ市ຽセンター � 大༸市ຽセンター
ਃखଓ͖ʲ͢ࢀ࣋Δͷʳ

対象者ຊਓ͕申͢る߹ 理の方͕申͢る߹

①申請書 ( 対象者本人のॺ名が必要です）
②�本人確認書ྨ ( 保険証、Ϛイナンバー
カード等 )

①申請書 (対象者本人および代理の方のॺ名が必要です)
②�対象者本人の確認書ྨ ( 保険証、Ϛイナ
ンバーカード等 )

③代理の方の本人確認書ྨ

˕タクシーは、予約することができます。
　　　　༧͢Δ͜ͱͰؒ࣌Λ༗ޮʹ͜͏ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
˕タクシーは、ෳ数名で利用すると便利です。
　　　　ҰਓͨΓͷྉۚෛ୲Λܰ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

市役所　介護保険課　☎ 36-7761

ྩ�鉾田市ਓ ʮࣜԆޙظのఔʯ
　令和 3年成人式は、コロナՒのӨڹによりԆظしていましたが、開࠵内
容をݕ౼し、次のとおり実施します。

ୈ 1部 ୈ２部

日　　ظ 令和 3年 5月 30 日 ( 日 )

会　　場 旭中学校ߨಊ݉体育館

開始時ࠁ 午前 10 時開始
(受付開始　午前9時15分 )

午後 2時開始
(受付開始　午後1時15分 )

対　　象
、住地がډ
・旭中学校区
・鉾田北中学校区　の方

、住地がډ
・鉾田南中学校区
・大洋中学校区　　の方

� ෦੍։࠵ʹ͏͓͍ئ

Ҋจॻͷૹ

◆��ີ ू防止のための取り組みです。新成人の方が安心して式యにࢀ加
いただけるよう、お住まいの対象中学校区の部におӽしください。

◆��ご合により、お住まいの対象中学校区以外の部にࢀ加することも
できますが、一部内容にͭいては、対象中学校を中心としたものと
なります。あらかじめごྃঝください。

◆��会場及び会場周ลでのࠞࡶをආけるため、ιーシϟルσΟスタンス
を確保し、式యऴྃ後のやかな移動にご協力く
ださい。

◆��11 月 1 日時点で、鉾田市に住民ొがある対象者の
方、市外にお住まいでطに申込みをしている方へ、
4 ݄Լ०Ҏ߱、案内文書をૹ付します。

◆��市外に転出された方、住所・氏名等がมߋとなっ
た方は、次の方法により手ଓきをお願いします。
①市ホームページ「成人式ࢀ加申込ϑΥーム」、
②お電話で申込、③生֔学श課窓口で申込、のいずれかにより申
込みください。
ͳΔ߹͕͋Γ·͢ɻʹߋ༰͕ม࠵Ԡͯ͡ɺ։ʹگͷঢ়ޙࠓ�˞
ɹ࠷৽ͷใɺࢢϗʔϜϖʔδΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

市ڭ育委員会　生֔学श課���☎ 37-4342

एऀの݁ࠗΛԠԉͨ͠いʂ
出ձいίーσΟωーλーΛืू͠てい·͢

　鉾田市では、結ࠗを希望する方へ出会いの機会のఏ供や、߃常的に
結ࠗ相談のできる環境をͭくるため、「鉾田市出会いコーσΟネート
センター」を開設し、本格Քಇに向け「出会いコーσΟネーター」を
ืूしています。
　センターでは、「結ࠗしたい方への相談業務」、「結ࠗ相手の紹介」、「ࠗ
活イベント等のاըやิॿ」を行うことで、結ࠗをしたい方のサϙー
トをします。
　結ࠗのੈ話মきに興味のある方、୭かのために活動したいとߟえて
いる方、一ॹに鉾田市の໌るい未来のために活動してみませんかʁ

ԉʂࢧಈ༰݁ࠗ׆

— センター։ઃ日での݁ࠗ૬ஊ

— ར༻ऀのձһ登録

— イϕントなͲのا画͓खい

— ݁ࠗ૬खの介

なͲの׆ಈが͋りますʂ

ɹ4݄ؒظूื ��  	  
 ·Ͱ

ຯͷ͋Δํɺڵ͝
·ͣܰؾʹ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ʂ

【申込・お問合せ先】　鉾田市役所　まちͮくり推進課　☎ 36-7154

利
用
券
見
本



あなたが大切にして
いることは何ですか？

あなたが信頼できる
人はだれですか？

信頼できる人や医療・ケア
チームと話し合いましたか？

話し合いの結果を大切な人た
ちに伝えて共有しましたか？
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身
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子育て世代包括支援センター

鉾田市地域包括支援センター

Ҭࢠҭͯࢧԉηϯλーͷ͝Ҋ

　地Ҭ子育て支援センターでは、保育ԂのԂఉやホール
を開์して子育て中の親子のूいの場とし、同年齢のお
子さんと༡んだり、親同士で話をしながら子育ての情ใ
交換をしたりなど、地Ҭの親子の交ྲྀするきっかけ作り
をしています。また、保育士による育児相談や子育て支
援に関する情ใఏ供、子育て関࿈の各種行事等も行って
います。お気ܰに༡びに来てください⽄

—�ར༻ྉۚ 無料です。

—�ར༻ํ๏ 事前の申し込みは不要です。

—�Ԃఉɾࢪઃ։์
˒Ԃఉの༡۩で༡ます ��
˒広いࣨ内でも༡ます ��
˒赤ちΌんも0Kです ��

Ӎの日、ॵい日、פい日でも
広いࣨ内でշ適に༡ます。

ɹͷͼͬ͜ 	 ୈҰอҭॴ 

‒所ఉ・施設開์：毎週　月・金曜日　9:30～11:00
　　　　　　　　　　　　火・木曜日　9:30～15:00
‒のびっこ広場 (作 ŋ交ྲྀなど )：�毎週　水曜日　　��10:00～11:00
‒お問合せ先　　：鉾田市ཱୈ一保育所　☎ 32-3067

�　ͱΓͷ͢ 	 ͱΓͷ͢อҭԂ 

‒Ԃఉ・施設開์：8:00～12:00����13:00～15:00
‒;れあいタイム (作 ŋߨश会など )：毎週��火・木曜日 10:00～
‒お問合せ先：とりのす子育て支援センター�　☎ 36-3733
　　　　　　　とりのす保育Ԃ　�　　　　���☎ 36-4171

のびっこ

とりのす

ほほえみひろば

すくすくクラブ

ɹ΄΄͑ΈͻΖ 	 େ༸อҭԂ 

‒Ԃఉ開์：月～金曜日　9:30～11:00
　施設開์：月～金曜日　9:00～12:00　13:00～15:00
‒ほほえみͻろ ( 作 ŋقઅの行事など )：毎月 1回 10:00～11:00
‒ほほえみベϏー (0 ～ 2歳対象）：毎月 1回���9:30～11:30
‒お問合せ先：大洋保育Ԃ　☎ 39-2963

ɹ͘͘͢͢Ϋϥϒ 	 ѴอҭԂ 

‒Ԃఉ・施設開์：月～金曜日 9:00～12:00、13:00～15:00
‒活動日 (作・生会など)：毎月 3～5日程度　10:00～
　　　　　※リトϛック11:00 ～　※生会は事前申し込みが必要です。
‒お問合せ先：旭保育Ԃ　☎ 37-0754

※�詳しくは子育て支援センター実施保育所 ( Ԃ ) にお問
い合わせください。
※�毎月のイベント予定は、子育てΞプリ【)UGくΉほこた】
の「子育てカレンμー」からも確認できます。

市福祉事務所　子ども家ఉ課　☎ 36-7935

ࣗΒ͘͠ੜ͖ΔたΊʹࠓͰ͖Δこͱ
ʮਓੜձٞʯ

　୭でも、໋にかかわる大きな病気やέガをするՄ性があります。
　໋のة機が迫った状ଶになると、約 70ˋの方が、医療やέΞなど、自分
でܾめ、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。
　自ら希望する、医療やέΞを受けるために、大切にしていることや望ん
でいること、どこでどのような医療やέΞを望Ήかを、自分自身で前もっ
てߟえ、周囲の信頼する人たちと話し合い、ڞ有する「人生会議」をして
みませんか。
　普ஈの元気なころから、自分の信頼できる人に、自分のՁ観や人生観
など話しておきましょう。

͠߹͍ͷਐΊํ 	 ྫ 


※�活動内容によっては一部ෛ୲金が
発生する場合があります。

�※�行事等によっては申し込みが必要になることがあります。
※�ॳめて利用する際には、各子育て支援センターで名前などを
ご記入いただきొとなります。

͕ࣗ҆৺ͯ͠ɺೲಘͯ͠ੜ͖͍ͯ͘たΊʹ

「事前४備」を元気なときからߟえ、親しい人や大
切な人と話し合っておきましょう。

͠ͷ࣌ͷたΊʹ
　生活をする中では、さま͟まなことがಥવىきてしまうことがあります。
　˙�ある日、ಥવ事故で重体となってしまった
に持病がѱ化して入Ӄしてしまったٸ�˙　
　˙�認知症を発症してしまった
　˙�࠹ߎでࣦ語症になってしまった
　そのときのために「事前४備 ( 話し合い )」が大切となります。

 市地Ҭแׅ支援センター　☎ 34-0011

うさぎっ子

—�ର����ऀ 0 歳～修学前のお子さんと同の保護者
※�市内・市外の方問わずࢀ加できます。

ɹ͏͗ͬ͞ࢠ 	 ੨ࢁอҭԂ 

‒Ԃఉ・施設開์：月～金曜日 9:00～15:00
‒活動日 (自༝બあそび・ߨ話など)：月・木曜日　10:00～11:00
‒赤ちΌん daZ�(赤ちΌん対象 )：毎月ୈ 2木曜日　10:00～11:00　
‒お問合せ先：੨ࢁ保育Ԃ　☎ 32-2733
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۠  ɹؒ࣌ ɹɹॴ

鉾田

4/21（水）

11：15 ～ 11：25 安௩区;るさとコϛϡχςΟセンター
11：35 ～ 11：45 田中区コϛϡχςΟセンター
13：10 ～ 13：20 上ਡ๚公民館
13：30 ～ 13：40 ՚養Ӄ前ற車場
13：50 ～ 14：00 大竹公民館
14：10 ～ 14：25 鹿島ಿւ公Ԃற車場（ドッグラン付近）
14：35 ～ 14：50 ඒ原公民館

4/22（木）

8：50 ～ 9：00 ਟෛ公民館
9：10 ～ 9：20 安ࣉ前業ݚ修センター
9：30 ～ 9：40 旧ಙ॓小学校前ۭ地
9：50 ～ 10：05 東野公民館
10：15 ～ 10：30 大戸学श館
10：50 ～ 11：00 ౻প公民館
11：10 ～ 11：25 स木学修館
11：35 ～ 11：50 北ࢁ公民館
13：10 ～ 13：25 大川学श館
13：35 ～ 13：45 古新田会館
13：55 ～ 14：05 旧大和田小学校地
14：15 ～ 14：30 下田学श館
14：40 ～ 14：55 南野会館

4/23（金）

8：50 ～ 9：00 ۲൨下公民館
9：10 ～ 9：20 高田分団機庫
9：30 ～ 9：45 スカイタウンू会所
9：55 ～ 10：10 野友公民館
10：20 ～ 10：30 原公民館
10：40 ～ 10：50 借॓前公民館
11：10 ～ 11：25 借॓中ԝ公民館前
11：35 ～ 11：50 鉾田市シルバー人ࡐセンターற車場
13：10 ～ 13：20 宮下消防機庫
13：30 ～ 13：45 古ूՙ所
13：55 ～ 14：05 上田生活վળセンター
14：15 ～ 14：30 ௗ本ڷ学श館
14：40 ～ 14：50 新ཬ公民館
15：05 ～ 15：15 プール地（市ཱୈ一保育所付近）

4/24（土） 9：50 ～ 10：40 鉾田市役所本ிࣷ車庫前

۠  ɹؒ࣌ ɹɹॴ

旭
4/19（月）

9：00 ～ 9：10 ൧田生活会館
9：20 ～ 9：35 大প消防分団機庫前
9：45 ～ 9：55 下鹿田ूམセンター
10：05 ～ 10：15 ຳྠଜूམセンター
10：35 ～ 10：45 上ଠ田公民館
10：55 ～ 11：05 ୩小ڮ会館
11：20 ～ 11：30 上זଜूམセンター
11：40 ～ 11：50 地ଜूམセンターߥ
13：10 ～ 13：20 子生;るさとコϛϡχςΟセンター
13：30 ～ 13：45 常൬公民館
14：00 ～ 14：10 ྫྷ水田Ԃ市センター
14：20 ～ 14：30 উ下ଜूམセンター
14：40 ～ 14：50 ദ۽新田ଜूམセンター
15：00 ～ 15：15 ᒣࢁଜूམセンター

4/24（土） 8：45 ～ 9：30 旭総合支所ிࣷཪ車庫前

۠  ɹؒ࣌ ɹɹॴ

大洋

4/20（火）

8：50 ～ 9：00 天神平ૈ大ごみੵ替え保管場所
9：10 ～ 9：20 ੨ࢁ小֯ू出ՙ所
9：30 ～ 9：40 の公民館
9：50 ～ 10：00 ଜूམセンター
10：10 ～ 10：25 上島東小学校ཪ（北ଆ）
10：40 ～ 10：50 与ז生活վળセンター
11：00 ～ 11：10 地生活վળセンターߥ
11：20 ～ 11：30 田子প公民館
11：40 ～ 11：50 京知ז公民館
13：10 ～ 13：20 下ूམセンター
13：30 ～ 13：45 ൧島公民館
13：55 ～ 14：05 上഼木ଜूམセンター
14：15 ～ 14：25 中ډനௗ会館
14：35 ～ 14：45 江川ଜूམセンター

4/21（水）

9：00 ～ 9：15 大洋運動場ற車場
9：25 ～ 9：40 公民館ࡳ
9：50 ～ 10：00 Ѩۄଜूམセンター
10：15 ～ 10：25 མセンターूࢁֿ
10：35 ～ 10：45 原生活վળセンター࠺ޗ
10：55 ～ 11：05 ೋ重作ଜूམセンター

4/24（土） 11：10 ～ 12：00 大洋総合支所ிࣷ車庫前
※各地区ともӍ天ܾ行

ප予ࣹݘڰ、を飼͏߹に、生֔１ճのొ（生後91日Ҏ্）ͱݘ　 	 年1ճ 
 を受
͚るこͱ͕義務付͚Βれてい·͢ɻ
　令和3年度のݘڰප予ू߹ࣹを࣮ࢪし·͢のͰ、͝߹の良い日時・会Ͱ受͚て͘
ͩ͞いɻ
　·た、ݘڰපの予ࣹ、動පӃͰ受͚Βれ·͢ɻ
　˞ 飼いط͕ݘにࢮしている߹、市役所生活環境課·Ͱ͝࿈བྷͩ͘͞いɻ
　˞ ळにू߹ࣹを࣮ࢪし·͕͢、会のଟいय़をおקΊし·͢ɻ

˙�ࣹखྉɾɾɾɾɾ3���ԁ
ɹ�ʢ༁ʣݘڰප༧ࣹྉ����� ���3���ԁ
ɹ�ɹɹɹ��ࣹࡁථަखྉɹ�������ԁ
ɹ�˞ະొݘͷ߹ɾɾɾɾɾ�������ԁ
ɹɹʢࣹखྉ3���ԁɹ৽ొنखྉ����ԁʣ

 市役所　生活環境課　☎ 36-7486

犬の飼い方のルールとマナー

！าҙしてࢄ。खなਓもいます͕ۤݘ ̉

はઈ対に外しては（リード）ߝ、を制できる人が行いݘ歩はࢄ　�　
いけません。ݘが苦手な方や小さな子供もいますので、周囲には十
分意するようお願いします。

̉ Ӵੜ໘ʹҙしɺʮ;Μʯؼͪ࣋Γましΐ͏！

　�　公ڞの場所やଞ人の土地をԚすなど迷惑がかかります。;んは持
ちؼり責任を持ってॲ理しましょう。また、ݘを飼っている場所は
ਗ਼ܿを心ֻけてください。ѱषの苦情も寄せられています。適正な
しͭけを行い周囲に迷惑をֻけないようにしましょう。

̉ Λͬ࣋てࣂいましΐ͏！

　�　飼えなくなった場合には、新しい飼い主を୳しましょう。ペット
を捨てることは、「動Ѫ護及び管理に関する法」でېじられてい
ます。不幸な動を増やさないように、最後まで責任を持って飼い
ましょう。また、望まないൟ৩をආけるためにආ・ڈ手ज़を受
けさせましょう。

̉ きͪΜとͭないでࣂいましΐ͏！

止されています。しͭけのされたおېの์し飼いは、県ྫでݘ　�　
となしいݘでも、ଞのݘや動との૪いなどで興ฃすると、近くに
いる人にة害を加える場合もあります。また、交通事故の原因にも
なるので大มة険です。ݘをͭな͙ߝはৎなものをબび、囲いの
中で飼う場合は、高さやڧ度に意してݘがಀ͛出さないようにし
てください。

පの༧छʹͭいてݘڰ 
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休日窓口 を行ってます

　ূ໌書ͳͲのަ付を行い、市ຽαーϏスの্を図Γ·͢ɻ

ຖ݄�ୈ̎ɾୈ̐�༵

開 庁 日
時 間
場 所

ຖ月  ୈ２・ୈ４日༵日（12�29 ～ 1�3 をআ͘）
8：30 ～ 12：00
鉾田市役所　市ຽ課・੫務課

取 扱 業 務
市民課 税務課

�ॾূ໌ͷަ
�・住民ථのࣸし
�・全部事߲証໌（戸੶౽本）
�・個人事߲証໌（戸੶ঞ本）
�・戸੶のෟථ
�・身分証໌
�・ಠ身証໌
�・印ؑొ証໌�
　　※印ؑొ証をお持ちください。
�・ܰ自動車用住所証໌
�ύεϙʔτʢཱྀ݊ʣͷަ�※要予約
ਓ൪߸Χʔυͷަ�※要予約ݸ�

�ॾূ໌ͷަ
�・所ಘ証໌
�・課税（ඇ課税）証໌
�・所ಘ等証໌

 市役所　市ຽ課　☎ 36-7157

。られますので、事前に確認のうえご利用くださいݶ日窓口では、取ѻ業務がٳ・
・個人番号カード・運転免ڐ証など本人確認ができるものをお持ちください。
・パスϙートの交付をご希望の方は、事前にऩ入印紙等をごߪ入ください。
・�パスϙートおよび個人番号カードの交付をご希望の方は、開ி日前の木曜日までにご予
約ください。

͝ར༻ͷࡍ͝ҙ͍ͩ͘͞

市役所　੫務課　☎ 36-7446

　用地区Ҭの地を、業以外の目的に利用する場合には、当該地を「
用地区Ҭから除外する申出」の手ଓきが必要となります。
　令和 3年度の受付ظ間は、下記のとおりとなります。( 土日・祝を除く )

申ग़受付期間
令和 3年 5月 6日（木）～ 31 日（月）
令和 3年 9月 1日（水）～ 30 日（木）
令和 4年 1月 4日（火）～ 31 日（月）

※転用目的、場所によっては、除外できない場合もあります。
※�用地区Ҭから除外となるまでに 6ϲ月程度ظ間を要しますので、ૣめ
に४備をしてください。
※申出書等の様式は、市ホームページからμウンロードできます。
※そのଞ不໌な点などがありましたら、お問い合わせください。

　業振興地Ҭ整備ܭըには、用地として利用するための「用地区Ҭ」
が指定されています。用地区Ҭ内の地は、原則として業以外の目的に
は利用できません。
　用地区Ҭに指定されている地を、やΉをಘず業以外の目的に利用す
る場合には、地法にͮجく地転用のڐՄ申請前に用地区Ҭからの除外
手ଓきが必要となります。
　用地利用ܭըをมߋするときには、「振除外５要件」をすて満たし、
さらに関法令のڐՄ見込みがあることが件です。

用۠Ҭからのআ外にͭいͯ

ᶃ༻۠ҬҎ֎ʹସ͖͕͢ͳ͍͜ͱɻ
　・用地以外の土地とすることが必要かͭ適当な土地かʁ
　・用地区Ҭ以外の地Ҭにおいて代替する土地がないかʁ
ᶄ্ۀͷޮత͔ͭ૯߹తͳར༻ʹࢧোΛٴ΅͓ͦ͢Ε͕ͳ͍͜ͱɻ
　・周ล用地のӦ環境への支障がܰඍかʁ
　・地のू団性をଛなうものではないかʁ
　・土地利用上のࠞ在が生じないかʁ
ᶅվྑࢪઃͷ༗͢ΔػʹࢧোΛٴ΅͓ͦ͢Ε͕ͳ͍͜ͱɻ
　・業用排水施設の分அや排水の્害などのおそれがないかʁ
ᶆۀੜج࢈൫උ̔ޙྃۀࣄΛܦա͍ͯ͠Δ͜ͱɻ
　・事業の実施中または事業実施ྃ公告後̔年未満ではないかʁ
ᶇ୲͍खʹΑΔ༻ར༻ूੵʹࢧোΛٴ΅͓ͦ͢Ε͕ͳ͍͜ͱɻ

  ৼআ外̑要݅

農業振興地域整備計画の変更手続きについて

　市では、大学、短ظ大学、高等ઐ学校（4年・5年）、ઐ学校へ
修学させるための資金の融資を受けた方を対象とした、利子ิ給金を
交付しています。

˙�༰ 利子補給対象限度額 利子補給率

3�� ສԁ आೖརࢠͷ ���ˋ

˙�ରʢ࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢ํʣ
・�鉾田市内に 1年以上住所を有し、ੈ帯員に市税等の納がなく、養
育する子等を学校ڭ育法の規定にͮجく大学、短ظ大学、高等ઐ
学校（4年・5年）、ઐ学校に修学させるために資金の融資を受け
た方。
・令和 3年度に当該学校に在学していること。
・�日本ࡦ金融公庫または市内の金融機関からڭ育資金を借り入れて
いること。
˙�ରؒظ
　申請年度～正規の在学ऴྃظ間

˙�ਃؒظ
　令和 3年 4月 19 日（月）～令和 4年 1月 14 日（金）

˙�ਃઌ
育総務課（郵ૹՄ）ڭ　
※�当座ିӽ方式など、契約方法や
内容によっては、対象外の場合
があります。
※�申請書ྨは、ڭ育総務課又は市の
ホームページから入手Մです。

〒 311-1492��鉾田市୩ 605 番地 3
市ڭ育委員会　ڭ育総務課　☎ 37-4340



鉾田市教育ローン利子補給金制度

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設トイレの洋式化及びס
式化の工事を行います。
　なお、屋上防水のྼ化による防水工事もあわせて行うことになりまし
たのでお知らせします。

　工事ظ間は、4 ݄ �  	  
 ͔Β �݄ 3�  	 ਫ 
までを予定しています。
　工事ظ間中は利用者の安全確保の観点から、旭公民館の利用は中止とさ
せていただきます。
　ご不便をおかけしますが、工事ظ間中は、鉾田中ԝ公民館及び大洋公民
館をご利用ください。

ؒظࣄ�˙

旭公民館使用中止による
図書等の貸出業務の変更について
　旭公民館վ修工事にい、図書等 ( (。等をؚΉ%7%、%$、ډ紙ࣳ、ࢽࡶ
のି出業務を一時ٳ止します。
　工事ظ間中のି出等は下記のとおりมߋとなりますので、ご理ղ・ご協
力をお願いいたします。

鉾田中ԝ公民館　☎ 33-2030

旭公民館の
改修工事に伴う使用中止のお知らせ

間　　　4月ظ止予定ٳ‒ 1日 ( 木 ) から 6月 30 日 ( 水 )
‒ି出・ฦ٫場所　　旭市民センター　管理グループ
‒ି出・ฦ٫時間　　毎週火曜日　9：30 ～ 17：00
　　　　　　　　　　( ただし、5月のୈ 2週は 6日 ( 木 ) となります。)
‒予約方法　　　　　鉾田市ཱ図書館までご࿈བྷください。
‒ି出・ฦ٫方法　　�毎週火曜日に旭市民センターでି出ථと図書等をお

しします。ฦ٫の際は、利用者氏名を確認させていた
だき、図書等の受け取りとなります。

‒意事߲　①�予約ができる図書等は、鉾田市で所蔵の図書等にݶります。
ଞ市ொଜ等からの相ିޓ借はできません。

　　　　　　②木曜日を予約ݶظとし、翌週の火曜日にି出いたします。
　　　　　　③前ड़の指定時間以外のି出・ฦ٫はできません。

図書館　☎ 33-2020

 市役所　業振興課　☎ 36-7651

˙ ίンϏχަ付αーϏスの運用ఀࢭのおΒͤ
令和 3年 5月 1 日 ( 土 )�から 5 日 ( 水 ) までのऴ日コンϏχ交付サーϏスの
運用がఀ止されます。࠶開は 5月 6日 ( 木 ) 午前 6時 30 分からとなります。
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鉾田警察署からのお知らせ

○ 地域安全運動について
防犯関係機関・団体と警察、そして鉾田市民が連携し、
安全安心を実感できる「いばらき」の実現を図るための運動

○ 活動重点
1.子供と女性の安全確保 2.住宅侵入窃盗の被害防止
3.乗り物盗の被害防止
○ 運動にあたって
地域安全運動は、みなさまに犯罪を防止する意識を高めてもらうことを目的に
毎年春と秋に実施しています。本運動を切っ掛けに家族、地域、職場ぐるみで
防犯について考えていただき、地域の輪による自主防犯活動を推進し、犯罪の
起こりにくい地域づくりを推進していきましょう!！

○ 廃棄物を「野焼き（野外焼却）」することは「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」により一部の例外を除いて禁止されています。

※ 一部の例外（一部抜粋）
● 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
● たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

鉾田市では庭木の剪定等に伴って生じた軽微な焼却以外は認められず、それ以外の家庭ゴミや家財
道具の焼却等は処罰の対象になります。（庭木等の軽微な焼却であっても煙や臭いで他者に迷惑を
かけた場合は行政指導の対象になります）
また、たとえ軽微な焼却であっても、相当の注意（消火用の水、砂の用意）をしないで、火をた
き、火災を発生させた場合、軽犯罪法違反（火気乱用の罪）に問われることもあります。野焼きは
大規模な山林火災につながる危険な行為として原則禁止とされています。
廃棄物の適正な処理をお願いします。

起こりにくい地域づくりを推進していきましょう

野焼きは犯罪です
起こりにくい地域づくりを推進していきましょう起こりにくい地域づくりを推進していきましょう

野焼きは犯罪です‼
起こりにくい地域づくりを推進していきましょう起こりにくい地域づくりを推進していきましょう起こりにくい地域づくりを推進していきましょう

‼絶対にやめましょう絶対にやめましょう‼

鉾田警

地域安全運動について

令和３年
署からのお知らせ警察署

令和３年 春の地域安全運動
地域安全運動について地域安全運動について地域安全運動について
期間：令和３年４月期間：令和３年４月期間：令和３年４月252525日（日）～５月９日（日）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物の処理及び清掃に関する法律
罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物の処理及び清掃に関する法律

５年以下の懲役

廃棄物を
１

廃棄物を

５年以下の懲役
１１,
「野焼き（野外焼却）」

５年以下の懲役

「野焼き（野外焼却）」

５年以下の懲役

「野焼き（野外焼却）」

５年以下の懲役
１１,０００万円以下の罰金

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 7件7名

軽犯罪法違反 2件2名

令和２年中の「野焼き」の検挙状況（鉾田署）　

犯罪発生総数 子供・女性対象犯罪 侵入窃盗 農家被害の農作物
（刑法犯認知） （不審者情報） （一般住宅のみ） 盗難（相談含む）

発生件数 36 4 0 4 0 2
（前年同月比） (＋5 ) (＋3 ) (±0 ) (＋1 ) (-1) (-1 )

鉾田市内における犯罪等の発生（令和3年2月末現在）

ニセ電話詐欺 自動車盗

 鉾田警察ॺ　☎ 34-0110

市役所　まちͮくり推進課　☎ 36-7154

　市民の皆さんの自༝な発で地Ҭを元気にする、まちͮくり活動にิॿ金
を交付します。令和 3年度から新たに「地Ҭ課題ղܾ型事業支援」「ए者ੈ
代まちͮくり活動支援」のϝχϡーを加しました。
˙ ิॿஂମのཁ݅

 ˎ自主的、ੵۃ的かͭܧଓ的にまちͮくり活動を推進する団体であること

� ˎ �5 人以上でߏ成し、その 8ׂ以上が鉾田市在住・在ۈ・在学者であること
【ए者ੈ代まちͮくり活動支援にͭいてはߏ成員の数以上が18～39歳以上であること】

� ˎ主に市内で活動をする団体であること

� ˎ適切な会ܭॲ理がおこなわれていること

� ˎ任意の団体にͭいては規約等を有していること

˙ ิॿの内容
໊ɹশ ิॿͷ༰

活 動 ଅ 進 支 援 地ҬコϛϡχςΟなどによる、まちͮくり活動に対し、ิॿ対
象ܦ費の 2/3 の額（最大 20 ສ円 / 年）を最長 3年間ิॿします。

地Ҭ課題ղܾ型
　　　　事業支援

地Ҭが๊える課題ղܾのために行う事業に対し、ิॿ対象
。費の2/3の額（最大30ສ円/年）を最長3年間ิॿしますܦ

ए者ੈ代
まちͮくり活動支援

एいੈ代が中心となって行う先ۦ的事業に対し、ิॿ対象
費の総額（最大ܦ 20 ສ円 / 年）を最長 3年間ิॿします。

˙ ิॿ対象ͱͳる事ۀ
地域の見守り活動、高齢者への移動支援、世代間交流イベント、環境保全活動など

�　�応ืに際しては、事前にまちͮくり推進課へご相談をお願いします。�
　　受付時間⾣ 9：00 ～ 17：00（土・日・祝日を除く。）
　　受付ݶظ⾣ 10 月 29 日 ( 金 )
※�ื ू要߲・申請用紙は、市役所まちͮくり推進課で配布、または市のホー
ムページからμウンロードいただけます。

˙ Ԡื方法

ʮࢢຽ͕ओʯ·ͪͮ͘Γ׆ಈΛࢧԉ͠·͢
ాڠࢢಇͷ·ͪͮ͘Γਪਐิۀࣄॿۚ

※次の場合はิॿの対象となりません。

� ˎ年度内にଞのิॿ金、ॿ成金等を受けている事業

� ˎաڈにଞの市ொଜ及び団体から、ิॿ金、ॿ成金等を受けている事業

� ˎଞ団体及び特定個人への、金મまたは品のఏ供を主たる目的とする事業

� ˎ࣏活動・फڭ活動及びӦ利目的のӦ業

市役所　まちͮくり推進課　☎ 36-7154

ๅ͘͡ʹΑΔίϛϡχςΟॿूืۀࣄ

　一般財団法人自࣏総合センターでは、ๅくじのऩӹを財ݯに、社会ݙߩ広ใ
事業として、コϛϡχςΟॿ成事業を実施しています。
　この事業は、コϛϡχςΟ活動に必要な備品やू会施設の整備などに対して
ॿ成を行うことで、地ҬのコϛϡχςΟ活動のॆ実・ڧ化を図ることにより、
地Ҭ社会の健全な発లと住民福祉の向上に寄与することを目的としています。
　来年度（令和 4年度）の事業にͭいて申請希望の受付を開始しますので、事
業の活用を希望する団体はまちͮくり推進課までご相談ください。

ॿͷ༰

ॿ  ֹ
ॿ  ର 

ड  ظ ݶ
ͷྲྀΕۀࣄ

一般コϛϡχςΟॿ成事業
住民が自主的に行うコϛϡχςΟ活動のଅ進を図り、地Ҭの࿈帯感
や自࣏意識の向上などを目的に、コϛϡχςΟ活動に必要な設
備等の整備事業に要するܦ費をॿ成します。
（ただし、ݐங、消品は除く）
100 ສ円～ 250 ສ円
市が認める行区、自࣏会などの地Ҭにີணして活動してい
るコϛϡχςΟ組৫
8月 31 日（火）午後 5時まで
本 年 9 月 ࠒ �自࣏総合センターより事業のืू開始

ʏ �市による৹ࠪ会の実施（※申請がෳ数の場合）
本年 10 月ࠒ �市より県を通じて自࣏総合センターへ申請書をఏ出
翌 年 4 月 ࠒ �自࣏総合センターによるॿ成事業のܾ定

※�特定目的のために組織された宗教団体、営利団体、趣味の愛好会、イベント等の
ために組織された団体、ＮＰＯは対象外となります。

※�団体からの申請内容について、市や県、自治総合センターにて厳正に審査されま
すので、申請したとしても必ず採択されるとは限りません。

※�（一財）自治総合センターからの令和 4 年度事業の実施については、今年 9 月頃
の発表予定であるため、事業が実施されない場合や条件等に変更が生じる可能性
がありますので、ご了承ください。

※助成制度の詳しい内容は（一財）自治総合センターのホームページをご覧ください。
�����������������������������������������������������������������������������HP【http://www.jichi-sogo.jp/】

花づくりを通して環境美化に対する関心を高め、青少年の
健全育成および地域の活性化を促進することを目的として、
推進している運動です。

花いっぱい
運動とは

配付対象
花づくりを行う各種団体（地区、高齢者クラブ、子ども会、
女性会、職場など）へ配付します。
＊個人でのお申込みはできません。

●申込方法
電話・FAX ・メール
※申込み後、郵送いたします。

●申込期間
令和３年４月５日(月)～４月１６日(金)
※種子がなくなり次第終了となります。

●配付種子
サルビア（赤・青）、ミニひまわり、ベゴニア、羽毛けいとう

マリーゴールド（オレンジ・黄）、メランポジウム

※種子の相談は、担当課までお問合せください。

●その他
・ＦＡＸやメールでのお申込みの際は、団体名、代表者の氏名、送付先の住所、電話
番号の記載をお願いします。

・花壇づくりの状況については、後日「状況報告書」を提出いただきます。
※第３２回鉾田市花いっぱいコンクールに参加される団体は除きます。

●お問合せ先
鉾田市教育委員会 生涯学習課
☎０２９１－３７－４３４２／FAX０２９１－３７－３１８５
電話受付時間 ８：３０～１７：１５（平日のみ）
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報΄͜た R3.4

　新ொ۠が、Ұൠஂࡒ法ਓ࣏ࣗ૯合センターが実施する「コϛϡχテΟ

ॿ事ۀ」を申し、そのॿをडけて、コϛϡχテΟ活ಈに必要な

උをඋしました。新ொ۠の活ಈのさらなる活性ԽがظさΕます。

※ コϛϡχテΟॿ事ۀ 	 ๅく͡ॿ金 
 は、Ұൠஂࡒ法ਓ࣏ࣗ૯合

センターが、ๅく͡の社会ݙߩ報事ۀͱして、ๅく͡のडୗ事ۀ

ऩ入をݯࡒͱして毎年実施している事ۀです。

��ๅ͘͡ͷॿۚͰඋ͠·ͨ͠

5PQ J D T

幼稚園卒園式・小中学校卒業式

　3 月 11 日に市ཱ中ֶ23、ߍ 日には֤

খֶߍでଔূۀ書त༩式が行ΘΕました。

式は新型コロナウイルス感ۀのଔߍ֤　

染症のӨڹにより時間ॖやنをॖখ

するなどして։࠵さΕ、ࠓ年度は、市ཱ

の中ֶߍ 398 名、খֶߍ 369 名がࢥい出

の٧まったֶͼࣷをཱཱྀͪました。

　また、市内 4 ͭの༮ஓԂで 3 月 19 日

にଔԂ式が行ΘΕ、ଔԂࣇ 86 名がཱͪ

ました。

　大洋中ֶߍで行ΘΕたଔূۀ書त༩式

では、ଔۀ生をදして൧Ԭ༟հさんが

「ָしい時、ۤしい時ڞにみんなͱա

ごしたҰॠҰॠが、かけがえのない時間

でした。͜の大洋中でաごした 3 年間で

おੈ話になった方ʑの感ँのؾ持ͪを

Εͣ、ະ来のҰาを౿み出します。」

ͱࣙをड़ました。

鉾田༮ஓԂ

旭খֶߍ 大洋中ֶߍ

  4 QP S U T

ాࢢεϙʔπগஂදজ
ޭ࿑ऀදজ　※ܟশུ

本෦දজ
੨༄ &'$ スϙーπগ年ஂ　　　தࠜ ਅҰ

༏ྑஂһදজ　※ܟশུ

茨城 ᣙؗಓ場スϙーπগ年ஂ　　鬼沢 ण࠼
茨城 ᣙؗಓ場スϙーπগ年ஂ　　ඈ ݁ಸ
鉾田্スϙーπগ年ஂ　　　　　　　ۙ౻ Ѹ
鉾田্スϙーπগ年ஂ　　　　　　　खլ ᣦࡩ

　ന田ڭさんがҵ県市会による民間ࣗޭ࣏࿑者දজをडさΕま

した。͜のදজは年にΘたり地方࣏ࣗのৼൃڵలにݙߩさΕた民間の

方をදজするҵ県市会のऔりみです。

　ന田さんは、ত 49 年に旭ଜ（ݱ：鉾田市）จԽࡒ保護৹議ҕ員のҕ

をडけて以来、46 年にΘたりจԽࡒ保護・ൃܒ活ಈにਚྗしています。

͜の間、ࣛ行地方จԽڀݚ会の෭会、鉾田市ڷ土จԽڀݚ会のཧ事ͱし

て、৫の中৺త役ׂを୲い、そのϦーμーγοϓͱ๛なݧܦで、会

のӡӦにݙߩさΕました。また、จԽࡒ保護৹議ҕ員のら「จԽࡒあ

さͻ」の第Ұूから第ूまでのࣥචやฤूにਚྗさΕました。

�ҵࢢݝձຽؒࣗޭ࣏࿑ऀදজ
�നా��͞ڭΜʢຳྠʣडFRI

2/19
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鉾田市立図書館　☎33-2020

◇開 館 時 間　9:00 ～ 18:00
◇休 館 日　毎週月曜日、館内整理日 4/30（金）

HP【http://www.lib-hokota.jp/index.html】

今月のオススメ！

　

旺文社

Ｎ
Ｅ

Ｗ 一般書・小説 
○図解眠れなくなるほど面白い神社の話／渋谷　申博

○地上に星座をつくる／石川　直樹

○新しい体幹の教科書／林　英祐

○限りなく繊細でワイルドな森の生活／内藤　里永子

○オムニバス／誉田　哲也　...etc

児童書・絵本
○世界の歴史１～２０／羽田　正

○子どもを守る言葉『同意』って何？／ﾚｲﾁｪﾙ・ﾌﾞﾗｲｱﾝ

○いじめをノックアウト１～３／ NHK「いじめをノックアウト」制作班

○時間割男子４／一ノ瀬　三葉

○子どものための感染症予防 BOOK ／夏　緑　...etc

Ｎ
Ｅ

Ｗ

新着図書情報

図書館からのお知らせ

小学生とその保護者を対象とし、学校で教わる教科の枠を超えて、
将来にわたって役立つ力を身につけられる新シリーズ！世の中の
仕組みや、考えるヒントがマンガで読みやすく書かれています。
全３２巻。

募 集 し ま す

『学校では教えてくれない大切なこと （1） 整理整頓』

★お楽しみ会
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
4月・５月のおたのしみ会は中止とさせていただきます。

茨城県警察官採用試験（第１回）

◆男性・女性警察官 A（大卒程度）
　対　象
　　�昭和 63 年 4月 2日以降に生まれ、大学（短

大除く）を卒業もしくは令和 4年 3月 31
日までに卒業見込みの方、または人事委員
会が同等と認める方

　定　員　男性 59 名、女性 20 名程度

◆男性・女性警察官 B
　対　象
　　�昭和 63 年 4月 2日～平成 15 年 4月 1日

に生まれ、警察官 Aの受験資格に該当し
ない方

　※�令和 4年 3月 31 日に高等学校卒業見込み
の方を除く

　定　員　男性 12 名、女性 3名程度

共通事項
　受 付 期 限　4/9（金）17:00
　１ 次 試 験　5/9（日）
　採用予定日　10/1（金）
　　　　　　　（�A 区分で卒業見込みの方は令和

4年 4/1（金））
　申 込 方 法　２次元コードから申し込み

   鉾田警察署　警務課　☎ 34-0110 

　千秋文庫の所蔵する旧秋田藩主佐竹家に伝
わった史料のうち、近年、東京大学史料編纂所
にて修理が成された古文書を紹介します。それ
らを通して、南北朝時代から江戸幕府が開かれ
たころに至る佐竹氏の歴史に迫ります。

開催期間　4/29（木・祝）～ 6/13（日）
休  館  日　月曜日（祝日の場合はその翌日）
開館時間　9:30 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
入  館  料　�一般 350 円（290 円）
　　　　　満 70 歳以上 170 円（140 円）
　　　　　大学生 180 円（140 円）
　　　　　高校生以下無料
　　　　　※（　）内は 20 名以上の団体料金
　　　　　5/13（木）は満 70 以上の方入館無料
　　　　　6/5（土）、6/6（日）は全ての方入館無料

企画展 1　中世佐竹氏の世界
千秋文庫所蔵文書から

     茨城県立歴史館（水戸市緑町 2-1-15）
　　☎ 029-225-4425

佐竹義宣あて豊臣秀頼印判状（折紙，部分）
（一般財団法人千秋文庫所蔵）

◆「としょかん 1年生」のご案内
　子どもの読書活動を推進するため、新小学１年生を対象に「としょかん１年生」事業を実施して
います。小学校入学を機会に自分の利用者カードを作り、“借りたいものを自分で借りる” ことの体
験を通して、子どもたちに本への興味を持ってもらうことを目的とした取り組みです。
　はじめてカードを作る方だけでなく、すでにカードを持っている新１年生のみなさんにも、ほこ
まる図書バッグ ( しおり、図書館ガイドブック、おすすめ本リストが入っています ) をプレゼント
します。詳しくは入学式で配付する「しょうたいじょう」をご覧ください。
※旭文庫（旭公民館内）・大洋文庫（大洋公民館内）でも受け取りができます。

図書館トップページ 図書検索ページ

「ごみの出し方ガイドブック」の外国語版を作成しました！

   市役所　生活環境課　☎ 36-7486

　「ごみの出し方ガイドブック」の外国語版 ( 英語・中国語・ベトナム語 ) を作成しました。
　冊子は、市役所�生活環境課及び各市民センターにおいて配布をしております。
　適正なごみの排出と減量化にご協力ください。
　※各言語ともに「鉾田・大洋地区」及び「旭地区」それぞれご用意しております。

英語版 中国語版 ベトナム語版
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お 知 ら せ

ৗཅ��ۚແྉ૬ஊձ
常陽銀行委嘱の社会保険労務士がご相談に応じます。
鉾田支店開催日　４月１５日（木）、　５月１７日（月） 午前 10 時～午後 3 時
相談は予約制となっておりますので、お電話でご予約のうえご来店ください。
予約電話　０２９－３００－２８４４（月・水・金　午前 9時～午後 3時）

鉾田支店　鉾田市鉾田 2304
　　　　 　 TEL：0291-33-2122

広�告

広報ほこた 及び 市ホームページ

       有料広告を募集しています

●広報ほこた（４色カラー）　　　　
　広告サイズ　１枠　縦45㎜×横112㎜　２枠　縦45㎜×横227㎜
　掲　載　料　１枠　13,000円 / 号　　　２枠　26,000円 / 号
●市ホームページ（バナー広告）　
　広告サイズ　�縦86ﾋﾟｸｾﾙ×横300ﾋﾟｸｾﾙ（容量30KB 以内、GIF 又は JPG 形式）
　掲　載　料　�10,000円 / 月

問

市ホームページ市ホームページ
していますしています

市役所 政策秘書課  0291-36-7151

猫の飼い方に
気を付けましょう！

○猫を飼われている方へ
　飼い猫が、周りに迷惑をかけないよう責任
をもって飼いましょう。
　近年、糞尿被害やいたずらなどによる苦情
が多数寄せられています！
　周囲の方に迷惑をかけないように屋内で飼
育しましょう。

○野良猫に餌を与えている方へ
　「かわいそうだから」「かわいいから」といっ
て、餌を与えるだけで、その後の管理をしな
い無責任な行為は、結果的に野良猫の数をど
んどん増やすことになり、ご近所迷惑なだけ
でなく、交通事故や病気などで死亡する不幸
な猫を増やしてしまうことになります。

    市役所　生活環境課　☎ 36-7486

社会福祉課からのお知らせ

    市福祉事務所　社会福祉課　☎ 36-7920

◆各種手当について

　精神、知的または身体等に障害のある方や難病患者等に対して、各種手当制度が整備されています。
各種手当により支給要件が定められていますので、詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

各 種 手 当 対　象　者 手　当　額

特別児童扶養手当
精神、知的または身体等に障害があり、児童福祉施
設に入所していない（親子入所を除く）児童を養育
している方

1級：月額 52,500 円
2 級：月額 34,970 円

特別障害者手当
20 歳以上の在宅の方で、精神、知的または身体等
に重度の障害があるため、常時特別の介護を必要と
される方

月額 27,350 円

障害児福祉手当
20 歳未満の在宅の方で、精神、知的または身体等
に重度の障害があるため、常時の介護を必要とされ
る方

月額 14,880 円

難病患者福祉手当

鉾田市に住所を有する方で、茨城県から交付されて
いる「指定難病特定医療費受給者証」「一般特定疾
患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」
「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」のいず
れかをお持ちの方（生活保護を受けている方は対象
になりません。）

年額 20,000 円（最大）
※�新規申請の場合、申
請月の翌月からの分
を年額から換算し、
支給します（小数点
以下切り捨て）。

◆令和 3 年 2 月福島県沖地震災害義援金の受付について

　令和 3年 2月 13 日発生した地震により、東北地方を中心に大きな被害が出ました。
　この災害で被災された方々を支援するため、日本赤十字社茨城県支部鉾田市地区では、下記のと
おり義援金を受け付けます。
　お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社茨城県支部を通じ、全額が被災された皆様に届けられ
ます。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

○協力方法
　・ゆうちょ銀行・郵便局の場合
　　口座記号番号：00190-1-673783
　　口座加入者　：日赤令和３年２月福島県沖地震災害義援金
　※振替手数料は免除となります。
　※受領書の発行をご希望の際は、通信欄へ「受領証希望」と記載してください。

　・銀行振込の場合
金融機関 支店名 口座番号
三井住友銀行 すずらん支店 ( 普 )2787561
三菱 UFJ 銀行 やまびこ支店 ( 普 )2105559
みずほ銀行 クヌギ支店 ( 普 )0620480

　※金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。
　※�受領書の発行をご希望の際は、日本赤十字社本社パートナーシップ推進部（03-3437-7081）

まで、住所、氏名（受領書の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名
をお伝えください。

　・窓口の場合（下記の場所で受付いたします）
　　　市福祉事務所　　社会福祉課
　　　旭市民センター　（旭総合支所内）
　　　大洋市民センター　（大洋総合支所内）　

鉾田市消費生活センターの移転

　これまで鉾田保健センター内に設置されて
いた鉾田市消費生活センターは、4月 1日から
鉾田市役所 3階商工観光課内に移転しました。

移  転  先
　〒 311-1592
　鉾田市鉾田 1444 番地 1
　鉾田市役所 3階　商工観光課内

相談内容　契約のトラブル・多重債務問題など
　　　　　（来所の際は電話で予約してください）
専門相談員による相談時間
　平日 9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00
　（土・日・祝日、年末年始はのぞく）
そ  の  他　・相談無料
　　　　　・原則、鉾田市在住の個人が対象

     鉾田市消費生活センター  ☎ 33-2992

春の交通安全運動

期　　　間　�4 月 6日（火）から 4月 15日（木）

スローガン　�
「ゆずり合い　あなたの心の　みせどころ」
　　　鉾田北中 3年　井川　理子さんの作品
（令和元年度交通安全標語コンクール
��鉾田地区安全運転管理者協議会長賞）

運動の重点　
　①子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
　②自転車の安全利用の推進
　③歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上

   市役所　危機管理室　☎ 36-7145
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広報紙発行月に１歳～３歳の誕生日を迎える我が家のアイドルを掲載してみませんか？
■申込方法　任意の用紙に下記の必要事項をご記入のうえ、政策秘書課（画像データ持参）
またはメール  hisho@city.hokota.lg.jp（画像データ添付）にてお申込みください。
　●お子さんの氏名（ふりがな）・性別・生年月日・住所
　●保護者名・電話番号　●保護者からお子さんに向けた 25 字程度のコメント
■ 5 月号申込み 4/3（土）～ 4/12（月）　　　■その他　・先着 10 名。
　・画像等は返却できません。・メールでの画像データは JPEG 形式で６MB 以内。

 4 月
   生まれ

今月お誕生日を迎える我が家のアイドルを紹介します！

診療時間　毎日　20:00～23:00
（22:45までに受付をお願いします。）　　���　
　　　　　　　　　　　　　☎0299-82-3817　
　　　　　　　　　　　　　�鹿嶋市宮中1998-2� 

夜間小児救急診療所

インターネット　http://www.ibaraki-medinfo.jp/
いばらき医療機関情報ネット

インターネット　http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
携 帯 サ イ ト　http://www.qq.pref.ibaraki.jp/kt/

茨城県救急医療情報システム

医 療 機 関 案 内

４月の当番医はこちら

当番医 当番日

鉾田病院
☎ 32-3313 4/4（日）5/2（日）

高須病院
☎ 33-2131 4/11（日）5/3（月）

ハタミクリニック
☎ 33-3158 4/18（日）

白石医院
☎ 32-2740 4/25（日）

鬼沢ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ
☎ 33-2555 4/29（木）

休日診療

火災・緊急  ～もしものときは～

警察・通報　１１０

火災・救急　１１９

鉾田警察署 ☎ 34-0110

鉾田消防署 ☎ 34-0119

　旭出張所 ☎ 34-4119

　大洋出張所 ☎ 34-5119

火災情報テレホンサービス ☎ 32-2119

ひばりくん防犯メール
□携帯電話

（次のアドレスへ空メールを送信
  し、登録確認メールが届いてか
  ら画面の指示に従って登録して
  ください。）

　add@mail1.police.pref.ibaraki.jp

鉾田市メール配信サービス
□インターネット（HP へアクセスして登録）

 https://service.sugumail.com/hokota/member/
□携帯電話
 （次のアドレスへ空メールを送信し、登録確認
　メールが届いてから画面の指示に従って登録

　してください。）　t-hokota@sg-m.jp

消費生活情報メール配信サービス
 □携帯電話

（次のアドレスへ空メールを送信
  し、確認メールが届いたら変更

  せずに返信してください。）  

  sshokota1-entry@ib.e-msg.jp

お誕生日おめでとう !!

◆防災無線を聞き逃した時は・・・

　防災無線テレホンサービス
　☎34-8770　　☎34-8771

おとな救急電話相談
電話案内（24時間対応）�������☎03-6667-3377
　　　　　　　　　　　　　�ﾌﾟｯｼｭ回線　#7119

子ども救急電話相談
電話案内（24時間対応）�������☎03-6667-3377
　　　　　　　　　　　　　�ﾌﾟｯｼｭ回線　#8000

納期限（4 月 30 日）までに
納めましょう

税　目 納　期
介 護 保 険 料 １期

納税カレンダー4月

◆市税等の納付には便利な口座振替をご利用ください

悩むよりまず相談を！　各種無料相談
※新型コロナウイルス感染症の状況によって「中止」になる場合があります

相談名
心配ごと相談
（事前予約制）

行 政 相 談
（予約不要）

消費生活に関する相談
（電話相談：予約不要）
（来所相談：事前予約制）

特設人権相談
（予約不要）

日　時
 4/15（木）
 10:30 ～ 15:00

 4/14（水）
 17:00 ～ 19:00

 平日
    9:00 ～ 12:00
  13:00 ～ 17:00

 4/9（金）
 10:00 ～ 15:00

会　場 鉾田中央公民館 鉾田中央公民館
鉾田市役所３F
商工観光課内

鉾田中央公民館

問合せ 市社会福祉協議会
鉾田本所　☎ 32-5831

市役所 政策秘書課
☎ 36-7151

鉾田市消費生活センター
☎ 33-2992

市福祉事務所　社会福祉課
☎ 36-7920

相　談
内容等

･ 弁護士による無料法律相談
･ 定員になり次第締切
･ 毎月第 3 木曜日に実施

国や県、市などの行政機関
に対する意見や要望など

契約のトラブル・多重債
務問題など

差別問題、家庭内の問題、
金銭貸借、借地借家、近隣
間の揉め事等の相談

相 談 コーナー
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桜ちゃん ２歳 ( 鉾田 )

　4 月から小学校に通う新 1 年生の通学時の安

全のために、JA 茨城旭村 様・JA ほこた 様から、

黄色い帽子を寄贈いただきました。この春、新

1 年生となる児童たちが、新しい帽子をかぶり

元気に通学する姿が楽しみです。

岸田市長の部屋

鉾田市公式 HP でも随時更新しています。

4 月の休日開庁日
（証明書などの交付）

日程等
4 月 11 日（日）、25 日（日）
　8:30 ～ 12:00　　諸証明の発行※

場　所 鉾田市役所　市民課・税務課

問合せ
市役所 市民課　☎ 36-7157
　　　 税務課　☎ 36-7446

※詳細は市ホームページ等をご確認ください

献血にご協力ください

日 時
4 月 23 日（金）
　9:30 ～ 12:15　13:30 ～ 16:00

場 所 鉾田市役所
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